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第４０３回白石市議会定例会 一般質問通告書

順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

１ １３番 １．平成２５年度 施政方針について 市 長

山 田 裕 一 ①昨年１２月２６日誕生した「第２次安倍内閣」にお 教 育 長

（一問一答） いて、長引く円高やデフレ脱却に向けてアベノミクス

を掲げ、経済対策を最優先に取り組む考えを表明した。

市長は、この経済対策が当市にどのような効果があ

ると考えるのか。

②企業誘致について「今後も積極的に推進していく」

と表明されておりますが、具体的にどのような手法を

お考えか。

③集中改革プラン[第２次改訂版]を策定し、業務の効

率化、歳入の確保、歳出の削減など、より一層の行財

政改革を推進するとあるが、これまでの集中改革プラ

ンにおいて「乾いたタオルを絞るようなものでこれ以

上の行革はなかなか難しい」という話を聞いたことが

あるが、今回の[第２次改訂版]によって、これまで以

上の効果をどのように見込んでいるのか。

④防犯灯のＬＥＤ化を進めることで防犯灯の維持管理

費の削減とＣＯ２の削減を目指すとともに環境に配慮

した取り組みを進める。とあるが、具体的に平成２５

年度は何基の設置を考えているか。

⑤障害者支援について、具体的な障害福祉サービスの

充実と総合的な支援方法について。

⑥「学び支援コーディネーター」の配置人数とその役

割を具体的に伺いたい。

⑦「公立幼稚園及び小中学校の配置のあり方を検討す

る時期に来ている」とあるが具体的にどのような検討

を考えているのか。また、中長期的なあり方とは、何

年をもって中期、また長期と考えているのか。

２．室内子ども運動場施設整備について 市 長

東根市の「けやきホール」や郡山市の「ペップキッ

ズ郡山」など、主に未就学児から小学校低学年までの

子どもを対象にした室内子ども運動場施設には、休日

では、市内外を含め約2,000人の来場者があると伺っ

ている。

第５次白石市総合計画の「人・暮らし・環境が活き

る交流拠点都市づくり」の目玉施策として、当市にお

いても、室内子ども運動場施設整備を検討してはいか

がか。市長の所見を伺う。

３．市営駐車場の入札による民間委託について 市 長

当市が直営で管理している市営駐車場として、白石

駅前(西口)や白石蔵王駅西口・東口がある。これらの

管理から利益が発生し、その利益を商店街活性化対策

助成金として白石商工会議所に助成措置を講じ、商店

街の活性化に寄与している。

今後の行政のあり方を考えた場合、民間で行えるこ

とは民間に委託し、行政の仕事は特化すべきと考える。

そこで逆の発想として、当市に対してより多くの金

額で委託を担える入札を設け、民間委託を検討しては
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

１３番 いかがか。

山 田 裕 一 ４．市長によるTwitterやFacebookの情報発信について 市 長

（一問一答） 市長はご自身を当市のトップセールスマンと考えて

いると思うが、トップセールスマンには、情報発信能

力が大変重要であると考える。姉妹都市の登別市長、

また県内では、登米市長、村田町長、七ヶ宿町長など

の首長さん方がFacebookを活用し、それぞれの自治体

のＰＲやご自身の活動を発信している。市政の舵取り

役として、最大限に様々な情報を発信していただきた

いと感じるが市長の所見を伺う。

２ ４番 １．「配偶者からの暴力の防止及び被害者の支援に関 市 長

管 野 恭 子 する基本計画の策定」及び配偶者暴力相談支援センタ

（一問一答） ー業務の実施について

国は、平成１３年４月、配偶者からの暴力に係る通

報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することに

より配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る

ことを目的に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律」を制定し、保護命令制度、配偶者

暴力相談支援センターの規定を整備した。平成１６年

の改正では都道府県にもその適切な保護を図る責務が

明確化され、「基本計画」の策定が義務づけられ、更

に平成１９年７月には再改正があり、保護命令制度が

拡充されたほか、市町村による基本計画の策定と配偶

者暴力相談支援センター業務の実施が努力義務となっ

ている。

年々増加するＤＶから被害者を守る為にも、本市に

おいても標記について実施すべきと考えるが市長の見

解を伺う。

２．子ども医療費の助成に関する所得制限について 市 長

本市は、標記助成につき、平成２５年４月よりその

対象年齢が拡大されるが評価できるものである。

現在の試算では、対象年齢の約７．５％が所得制限

で対象外となる。今後、この制限の緩和について検討

すべきと考えるが市長の見解を伺う。

３ １５番 １．災害に強い街づくりについて 市 長

大 野 栄 光 あの忌まわしい３．１１の大震災が発災して、２年

（一問一答） になろうとしています。多くの市民はそれぞれに被害

を被り大変な痛手を負いました。しかし力強い立ち上

り、震災前の生活に戻りつつありますが、時折忘れた

頃にやって来る強い揺れにはつい身構えてしまいます。

社会インフラも大方の復旧を成し遂げ、被害にあっ

た所は修復され、立ち直りの早さは関係者の努力に頭

が下がる思いです。

あの日以来、想定外という言葉は虚しく響き、千年

に一度といわれる震災に直面し、災害に対応する姿勢

を足下から見直す必要を迫られると思いますので以下

の所見伺います。

①当市に大きな集合住宅施設があるが、耐用年数、耐
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

１５番 震構造、強度等で安全性に不安はないのか。

大 野 栄 光 ②原発事故により当市にも避難指示が発生した場合に、

（一問一答） 市民の避難先はどうなるのか。

③当市において、上流には大きなダムを有しているが、

決壊ともなれば多大な被害を被ると思われる。市民の

安全と避難の在り方、災害状況をどの様に想定してい

るのか。

４ ５番 １．施政方針「集中改革プラン第二次改訂版」について 市 長

水 落 孝 子 平成２５年度施政方針が示され、「集中改革プラン・

（一問一答） 第二次改訂版」が行財政運営の要として取り組むとあ

る。そこで、「集中改革プラン・第二次改訂版」につ

いて伺う。

①行政と民間との役割分担の明確化は、それぞれどの

ようにお考えか。

②業務委託（移管）化、民営化を検討する施設選択の

基準は何か。

③指定管理者制度導入から現在までの、市民サービス

の向上と経費の削減効果は、どのように分析しておら

れるのか。

④市民サービスの維持向上とコスト意識と効率性が同

時に成り立たないサービスはないのか。

⑤市民と市民総参画のまちづくりを掲げる白石市長が、

触れ合う機会の増設に対する市長の所見を伺う。

⑥自主財源の確保策に「使用料・利用料等の見直し」

が上位に掲げられるのはなぜか。

⑦更なる企業誘致を進めるための用地をどのようにお

考えか。

⑧地元業者の公共工事コストは厳しいとの声を聞くが、

更なる縮減をお考えか。

⑨選挙事務等の見直しに関連し、視覚障害者の代理投

票は公選法上２人必要ではないのか。

２．施政方針「子育て支援策」について 市 長

子ども医療費助成事業は、通院が小学校卒業まで助

成に拡充されたばかりであり、市民にも大変歓迎され

ているが、「児童手当」の財源として年少扶養控除廃

止に伴い、手当てより、増税の方が多くなっているケ

ースがあることから、この際、通院への助成に増税収

入分を当て、入院と同じく中学校卒業までに更なる拡

充を進めてはいかがか。

３．施政方針「環境対策」について 市 長

焼却灰の8,000ベクレル超のものは一時仮置場に置

き、未満の焼却灰は角田センターでもう一度焼却し最

終処分場に納めるとのことだが、その区分けを一袋づ

つ測定なしに区分けの予定という。そこで、

①8,000ベクレル超の灰が角田センターで焼却される

可能性もあり、環境保全につとめると言えるのか。

②最終処分場に納めて「安全」との見解等、市民への

説明責任をどのように果たすのか。
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

５番 ４．市民要望の旧指定ごみ袋有効利用について 市 長

水 落 孝 子 市民から要望の強い、各家庭に残っている旧指定ご

（一問一答） み袋の有効利用事業創設は今なお根強い。そこで、

①各家庭に残っている枚数調査を実施すること。

②そのうえで、旧ごみ袋有効利用事業を考えるべきで

はないか。

５ １０番 １．施政方針について 市 長

四 竈 英 夫 ①「わいわいトーク」について 教 育 長

（一括質問一括 「わいわいトークを開催し、市民総参画によるまちづ

答弁） くりを推進する。」とありますが、開催の範囲と回数

をお伺いいたします。こうした会合では、要望的な意

見が多く出されがちですが、それらをどのように市政

に反映されるのかお伺いいたします。

②「学力定着度調査」と「学び支援コーディネーター

配置」について

「学力定着度調査」はどのような方法で行われるの

か。また、それをどのように活かしていくのか。今、

国では児童生徒の学力低下を懸念し、土曜日の授業復

活なども議論になろうとしていますが、本市ではどの

ような見解をお持ちでしょうか。

また、「学び支援コーディネーター」を配置すると

していますが、どのような立場と身分で指導にあたる

のかお尋ねいたします。

③囲碁「本因坊」タイトル戦の次は将棋のタイトル戦

の誘致を。

今年６月に囲碁のタイトル戦「本因坊戦」が開かれ

るが、この次は将棋のタイトル戦の誘致をしていただ

きたい。誘致活動を行うお考えがないかお伺いいたし

ます。

２．焼却灰仮置場について 市 長

薪風呂やボイラーから排出される「焼却灰」の仮置

場の候補地選定が難航しています。家庭で保管してい

る灰の量も増え続け、飛散が懸念されます。早期設置

が待たれますが、市の対応と今後の見通しについて伺

います。

６ ２番 １．平成２５年度施政方針について 市 長

伊 藤 勝 美 施政方針は、市政運営にあたり、市長の市政運営に 教 育 長

（一問一答） 対する基本的な考え方や目的・方法・理念など予算案

及び主要な施策について述べたものであることを理解

している。そこで以下のことについて伺う。

① 「次の世代に誇りを引き継ぐことができる『ふる

さと白石』の実現を目指す」とあるが、具体的にどう

いうことなのか。

②「急速な少子化の進展の中、公立幼稚園及び小中学

校の配置のあり方を検討する時期に来ていると考える

」とあるが、あり方を検討するとはどういうことなの

か。

③ 「市政に対する提言の場として、各地区まちづく
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

２番 り団体などとの『わいわいトーク』を開催し、さらな

伊 藤 勝 美 る市民総参画によるまちづくりを推進する」とあるが、

（一問一答） 開催する頻度、内容はどのようにするのか。

２．放射能対策について 市 長

放射能対策は、「白石市除染実施計画」に基づきす

べての保育園、幼稚園、小・中学校で除染作業を実施

し終了している。平成２５年度も引き続き、公園及び

公共施設などの除染作業が実施され、市民は一日でも

早い除染作業が終わることを望んでいる。

計画によると焼却灰の収集保管については、地域住

民の理解を得ながら、地区ごとの仮置き場設置に努め、

設置された地区から順次、収集保管を行うとしている。

しかし、現在設置場所が決まったのは小原の１地区

だけとなっている。

それから、河北新聞によると、仙南地域２市７町の

ごみを処理する仙南地域広域行政事務組合（理事長・

風間康静白石市長）に、名取、岩沼、亘理、山元の２

市２町の焼却場で発生した灰を受け入れ、本年１月２

１日から約６カ月間、白石市鷹巣の仙南最終処分場に

運び込まれる。搬入量は現時点で県内最大となる約８

０００トン（約８０００立方メートル）が予定され、

仙南２市７町から排出されるごみ焼却灰の１年分に相

当すると報じられている。

そこで、

①「白石市除染実施計画」について伺う。

計画の進捗状況と除染作業において課題はないのか。

また、今後の計画に支障をきたす問題となることは

ないのか。

②焼却灰の仮置き場設置について伺う。

各地区の進捗状況はどの様になっているのか。

③仙南最終処分場について伺う。

処分場が当市内にあることから、受け入れすること

をどの様な経緯で決定されたのか説明をいただきたい。

７ ８番 １．放射能対策について 市 長

佐久間 儀 郎 平成２５年度施政方針の中から、諸項目をお尋ねし

（一括質問一括 ます。

答弁） ①「白石市除染実施計画」に基づいて本年度も引き続

き「子ども空間」を優先して公園等公共施設などの除

染作業を実施し空間放射線量の低減化を図っていく、

また、食品などの放射能濃度の測定を継続実施すると

しています。

私は着実な計画遂行を望みますが、「山間部を除染

しなければ放射線が低地に移動して、除染後の低地放

射線量が再び高まるのではないか」と不安を口にされ

る方が少なくない。実施計画には山林の除染が載せて

ありますので、この点について、今後どのようにお考

えになっているのか。

②焼却灰の収集保管は、地域住民のご理解をいただき

ながら地区毎の仮置き場設置に努め、合意された地区
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

８番 から順次、収集保管を行うという。しかし、適当な官

佐久間 儀 郎 有地がなく、ましてや民有地では到底理解は得られな

（一括質問一括 い場合、地区では如何ともしがたく、実に悩ましい事

答弁） 態です。あくまでも地区単位に打開・解決策を講じて

いくとの姿勢なのか。広い行政管理地に集約する収集

保管を選択する余地はないのか、市長のご所見を伺い

ます。

２．自治基本条例の制定について 市 長

第５次総合計画の第３の目標との関連で、過去の市

長の施政方針では、「成熟したパートナーシップ」の

構築を目指すといった表現が多用されていました。こ

の度の施政方針では削られておりますが、その理由や

背景、市長のご存念をお聞かせください。

私は、市長が一貫して目指されてきたのは、行政と

市民がそれぞれの役割を分担し合い、市民と協働する、

市民総参加型の市政であると捉え、過去２回、自治体

の憲法というべき「自治基本条例」の制定を進言して

参りました。

市長は、「いずれは条例の制定も検討しなくてはな

らない」との認識を示されていると捉えています。３

期目にはいり、市民参加が一層定着するためにいわゆ

る「自治基本条例」制定の方向に進んでいいのではな

いでしょうか。機は熟し条例制定を検討するその時機

にきているのではないかと思うのですが、市長の存念

をお聞かせください。

３．まちづくり交付金について 市 長

市長は、かねて表明されていた「第５次総合計画」

の地域計画において各地区が設定した「まちづくり宣

言」を実現する具体的な支援方策や「まちづくり交付

金」等の資金的支援の制度設計に取組むことを表明さ

れていました。

このたび、まちづくり交付金制度を創設して、具体

的に予算計上されましたことを高く評価させて頂きま

す。これから、新たな制度としてスタートしますが、

①交付金制度によせる市長の思いと、②交付対象は、

各地区の「まちづくり宣言」を実現するために特化し

た交付金であるのか、それとも柔軟に対応されるのか、

そして③交付金額、交付決定のプロセスなど、制度

の詳細、運用にについてお示しください。

４．企業誘致の取り組みについて 市 長

市長は平成２５年度も、企業誘致に向けトップセー

ルスはもとより積極的に活動する決意を述べられてお

ります。

さる昨年の9月開催第400回定例会において、大町栄

信議員が企業立地推進について質問されていますが、

誘致するための用地等について風間市長は「今、企業

から求められているのが、まず、空き工場であったり、

それと１ヘクタールから３ヘクタールの用地規模であ

る」との現状認識をしめされ、「ただ、大きな用地を

求める企業と接触が果たせれば、当然に企業の希望に
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８番 見合った用地を考えていかねばならないだろう。現時

佐久間 儀 郎 点では、各民間が持っている広大な土地の部分も含め

（一括質問一括 て、そういうものを今から活用して、また新たな工業

答弁） 団地にしても、小規模の部分を現在検討にかけている

ところである」と答弁されている。

そこで、①その後の推移、本市の企業誘致活動の現

状と、用地の開発などこれからの企業誘致の取組み、

誘致活動の戦略について、②宮城県との提携の状況、

平成23年度では、宮城県との連携を強めるため、県の

産業立地推進課に市職員を派遣し、情報収集と企業立

地のノウハウを学ぶことがありましたが、平成２５年

度も継続されるのか。

③残念ながら本市から撤退した企業の空き工場が少な

くありません。空き工場主との協定などが成立してい

て、新規の企業に物件紹介していく手はずなど、環境

整備は整っているのでしょうか。

④本市が企業誘致にあたって、製造部門の企業に特化

していないだろうことは、物流センターを誘致したこ

とから推測できます。ならば、わたくしが以前にも申

し上げた、「コールセンター」の誘致。多くのオペレ

ーターを必要とし、雇用の場に拡がりがでてくるかと

思いますが、いかがでしょうか。それこそ、空き工場

を活用しやすいのではないでしょうか。仙北の被災自

治体では雇用の即効性があるものとしてコールセンタ

ーの誘致にのりだしたとか、課税期間５年延長が決ま

っている県の独自課税「みやぎ発展税」の一部を製造

業にとどまらずＩＴ産業関連の新規事業にも、ＩＴ関

連ではコールセンターなどへの就業者向け研修費とし

ても充てる、といった情報もあります。ぜひ、本市で

も再検討されてみてはいかがでしょうか。

５．防災対策の充実について 市 長

このたび、防災まちづくり計画に基づき地域防災計

画の見直しを続けるとともに、防災対策の拠点に（仮

称）防災庁舎を整備し、災害に強いまちづくりを目指

すと表明されたことは、我が意を得た思いであり、大

いに賛同するものであります。

全ての防災にかかる監視や情報収集、情報発信の司

令塔と理解します。もちろん耐震構造で堅牢な拠点で

なければいけない。そして行政の使命として最も備え

るべき機能は、住民にいち早く災害情報を周知させて

いくことで、新庁舎には「防災行政無線システム」を

くれぐれも充実していただきたい。有事、災害時に全

市どこにでも配信する状態にしていただきたいと考え

ます。とりあえず、生活環境課においてある既存の通

信、無線機能を移転し、２階には災害対策本部の会議

あるいは、消防団等との会議ができるスペースを設け

るという説明ですが、既存の通信態勢を踏まえ、改善

すべきことはないのかどうか、本市の防災行政無線シ

ステムの現状をお聞かせください。
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８番 ６．クリーンエネルギーの普及・促進について 市 長

佐久間 儀 郎 本市は、再生可能エネルギー等補助金を導入、ある

（一括質問一括 いは財団の寄付をうけ主要公共施設にソーラーパネル

答弁） の設置、防犯灯のＬＥＤ化を促進している。また個人

に向けて住宅用太陽光発電システム設置補助事業を行

い、平成２５年度も継続するとしている。

従って施政方針で環境負荷の少ない環境型社会の構

築を目指すことを表明したものと受け止める。

そこで、再生可能エネルギーの普及のため、またエ

ネルギー消費効率を高める施策のため、この際基金を

設定し、仮称、エネルギー普及促進基金条例を制定し

てみてはいかかが。財源にはグリーンニューディル基

金や県のみやぎ環境交付金などが活用できるのではな

いだろうか。今後、上下水道事業所やその他主要公共

施設にソーラーパネルを設置。一般住宅へのソーラー

パネル補助制度の充実、全ての防犯灯を発光ダイオー

ドー（ＬＥＤ）に更新していただきたい。

電気自動車やプラグインハイブリッド車などを公用

車としていくとか、将来的には農業用水路の落差を利

用した小水力発電やバイオ燃料製造も視野に入れて、

原発依存度を低減していく方向を探る、いわば「エネ

ルギーの地産地消」を示すことも風間市政にあってい

いのではなかろうか。市長の所見を伺います。


